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門 真 市 教 育 委 員 会 

議 案 書 





日 程 事 件 番 号 ペ ー ジ

第１ ―

第２ ―

第３ 議案第19号 １

第４ 諸 報 告 4

（仮称）門真市立四宮小学校・北巣本小学校統合整備基本計
画の策定について

本 館 ２ 階 大 会 議 室

議事日程

門真市教育委員会第６回定例会

令和６年６月28日(金)午後２時

　　

件　　　　　　　　　　名

会期の決定

会議録署名委員の指名



議案第19号 

 

（仮称）門真市立四宮小学校・北巣本小学校統合整備基本計画 

の策定について 

 

門真市立四宮小学校・北巣本小学校統合整備基本計画を策定するにつき、教育委員

会の議決を求める。 

 

令和６年６月28日 提出 

 

門真市教育委員会教育長 八木下 理香子   

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 

門真市立四宮小学校と北巣本小学校を統合するにあたり、新しい学校のコンセプト

や基本方針とともに今後の児童数・学級数の推計に対応した良好な教育環境を実現す

るための学校施設の規模、校舎等の配置、実現に向けた整備スケジュール等の方針を

示す「（仮称）門真市立四宮小学校・北巣本小学校統合整備基本計画」を策定するにつ

き、本案を提出するものである。 
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令和６年６月

教育企画課

１．案件名

（ 仮称） 門真市立四宮小学校・ 北巣本小学校統合整備基本計画（ 案）

２．意見募集期間

令和６年５月13日（ 月） ～令和６年５月31日（ 金）

３．実施機関（ 担当所管課）

(1)名 称： 教育部 教育企画課

(2)電話番号： 06‐ 6902‐ 5779

４．閲覧場所

教育企画課（ 市役所本館２階）、四宮小学校、北巣本小学校、市情報コーナ

ー（ 市役所別館１階）、市役所本館１階入口、保健福祉センター、南部市民

センター、市民プラザ、図書館本館、く らしの相談窓口（ そよら古川橋３階）、

ルミエールホール、市ホームページ

５．受付した意見等の件数

１件

６．意見に対する考え方

頂戴した意見による考え方の修正は行いませんが、意見に対する市の考え方

は以下のとおりです。
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意見等の概要 意見等に対する市の考え方

「 本事業の基本方針に賛同し、参画を

検討している建設業者です。

基本計画（ 案） の40ページに、「 従来

型方式での事業を予定」とありますが、

PFI のBT方式やBTO方式、DB方式

や DBO 方式での実施ついて再度ご検

討頂けますと幸いです。

従来型方式ですと価格のみでの競争と

なってしまいますが、昨今の著しい物

価上昇と技術者の人手不足により、純

粋な価格競争になってしまうようであ

れば参画することが難しいため、提案

の工夫によってコストの調整ができ、

より良いご提案ができる PPP 方式だ

とありがたく存じます。

その場合、四宮小学校の解体工事も事

業に含めていただきますと、さらにコ

ストの縮小とスムーズなスケジュール

計画の遂行に繋がると考えます。」

事業方式については、事業スケジュー

ルや建設費の上昇など昨今の社会情勢

から現時点では事業参画判断に影響す

るなどといった市場調査の結果などを

踏まえて整理しておりますので、本事

業における事業方式については原文の

ままといたしますが、頂戴したご意見

を参考にさせていただきます。
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諸　報　告

番　号 報　　告　　事　　項

１ 門真市教育委員会点検・評価検討委員会における諮問及び委員について

２ 令和６年度門真市教育研究指定校について
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